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補助事業等の名称 補助事業等の概要 補助事業者等の名称 学校名 補助金等の額（円） 摘要

学校法人北星学園（札幌市） 北星学園余市高等学校 752,400円

学校法人池上学園（札幌市） 池上学院高等学校 1,853,015円
一般社団法人岩見沢市医師会（岩見沢市） 岩見沢市医師会看護専修学校 321,750円

学校法人酪農学園（江別市） とわの森三愛高等学校 1,279,594円
学校法人北海道龍谷学園（小樽市） 小樽双葉高等学校 279,988円

学校法人恭敬学園（仁木町） 北海道芸術高等学校 420,000円

学校法人野又学園（函館市） 函館大学付属柏稜高等学校 173,250円

学校法人旭星学園（旭川市） 旭川理容美容専門学校 356,400円
一般社団法人旭川市医師会（旭川市） 旭川市医師会看護専門学校 420,750円
株式会社札幌自由が丘教育センター（和寒町） 札幌自由が丘学園三和高等学校 180,000円
学校法人東海大学（東京都渋谷区） 東海大学付属札幌高等学校 29,700円
学校法人国際学園（神奈川県横浜市） 星槎国際高等学校 11,287,346円
学校法人創志学園（兵庫県神戸市） クラーク記念国際高等学校 4,408,250円

（総務部教育・法人局学事課）

令和４年度（2022年度）補助金等交付一覧

高等学校等就学支援金の支給に関す
る法律第２条に規定する高等学校等
を中途退学した後再び高等学校等で
学び直す者に対して、高等学校等就
学支援金の支給期間の経過後も、卒
業までの間、継続して学び直し支援
金を支給することにより、私立高等
学校等における教育に係る経済的負
担の軽減を図り、もって教育の機会
均等に寄与することを目的として、

予算の範囲内で補助する。

私立高等学校等就学支援
事業（学び直しへの支

援）

令和５年（2023年）３月17日
交付決定
令和５年（2023年）６月29日
公表


